
船舶事故等調査報告書 

平成２１年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９横第３０号 

事故等名 貨物船第二観音丸運航阻害 

発生年月日時刻 平成２０年１１月２４日０７時１０分ごろ 

発生場所 名古屋港稲永ふ頭北東方灯浮標から真方位０８４°１,７２０m 

（北緯３５°０５.２′、東経１３６°５３.４′） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年１月２６日横浜・地方事故調査官が海難報告書を入手し、２月１

７日及び２月１８日船舶所有者及び機関製造業者から損傷状況等を口述

聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

貨物船 第二観音丸 ４９９ トン 

１４０７７５ 

平井海運有限会社 

乗組員等に関する情報 機関長 五級海技士（機関） 

 

負傷者 なし 

損傷 主機逆転機前後進切替えシリンダ損傷 

事故等の経過 本船は、平成２０年５月１３日に就航し、同年１１月２２日２１時４０分ごろ千葉港を発し、

名古屋港に向け航行中、過給機が異音を発したことから、同機の開放点検を名古屋港

で実施することとなった。名古屋港において、機関長が、過給機の開放点検に掛かり

やすいように、予め過給機からエアフィルタ（重さ約５０kg）を取り外そうと、エアフィル

タの固定用ボルトを外したところ、平成２０年１１月２４日０７時１０分ごろ、エアフィルタ

が落下して、主機逆転機前後進切替えシリンダが損傷した。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

機関長は、過給機開放点検前に、エアフィルタを取り外す際、

落下防止措置を取らないまま、固定用ボルトを外したため、

エアフィルタが落下したものと考えられる。 

原因 本インシデントは、機関長が過給機エアフィルタを取り外す際、落下防止措置をとらな

いまま、固定用ボルトを取り外したため、エアフィルタが落下して主機が損傷したこと

により発生したものと考えられる。 

その他の事項 船舶所有者は、機関長に、次回から落下防止措置を施したうえ、過給機エアフィルタ

の取り外しを行うよう指示した。 

 




